
































令和 5 年度法科大学院入学試験【前期日程・開放型特別選抜前期日程】 
法律科目試験 出題の趣旨 

【憲法】 
第 1 問 
 本問は、戸別訪問禁止の合憲性に関する問題である。主要な論点は、戸別訪問禁止が憲法
21 条に違反するか否かであるが、それ以外にも、当該禁止の憲法 31 条適合性の論点もある。
憲法 21条適合性に関する主要な関連判例は、最 2小判昭和 56年 6月 15日刑集 35巻 4号 205
頁、最 3 小判昭和 56 年 7 月 21 日刑集 35 巻 5 号 568 頁の伊藤正己補足意見等がある。憲法
31 条適合性に関する主要な関連判例は、最 3 小判昭和 59 年 2 月 21 日刑集 38 巻 3 号 387 頁
の多数意見と伊藤正己補足意見等がある。憲法 21 条適合性に関し判例は、いわゆる猿払基準
を用いて合憲と判示しているが、学説からは強い批判が出されている。関連判例と学説をふ
まえた解答が求められる。 
 
第 2 問 
本問は、最 3 小判平成 9 年 9 月 9 日民集 51 巻 8 号 3850 頁に基づいて作成されたものであ

り、憲法 51 条が定める国会議員の発言・表決の免責特権がいかなる意味を有するのかが問題
となる。この点、学説においては絶対的免責特権説と相対的免責特権説の対立があり、事案
を国賠法の枠組みで処理した同最判も、国賠請求の当否を論じる中で憲法 51 条に言及し、「そ
の職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽である
ことを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に
明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情」があれば、国賠請求が認
容される場合もあり得ると判示していた。かような学説や判例の理解を前提に、Y に対する
不法行為責任および国に対する賠償責任が認められるか否かを、それぞれ論じることができ
れば答案としては十分であろう。 
 
【刑法】 
第 1問 
 本問は、Xおよび Y の正当防衛ないし過剰防衛の成否に関し、とりわけ実行者である Y に正
当防衛ないし過剰防衛が成立するのかどうか、さらに Y の罪責に対応して、直接的には実行行
為に及んでいない X の正当防衛ないし過剰防衛の成否をどのように解すべきなのかについて、
正当防衛ないし過剰防衛の要件・解釈をふまえて事実関係を的確に分析･評価できているのかを
問うものである。 
 
 



第 2問 
本問は、自己所有の物置小屋に放火し、焼損したという事案について、自己所有にっ係る

非現住建造物放火罪（刑 109条２項）ないし建造物等以外放火罪（110条 2項）の成否につい
て問うものである。各犯罪類型の成立要件の検討が中心となるが、特に「公共の危険」の意
義および判断基準、さらには認識の要否が論じるべき点となる。認識の要否に関しては、い
ずれの立場に与するにせよ、放火罪の罪質および責任主義の原則に立ち返った考察が求めら
れる。また、認識必要説から本問における上記の犯罪の成立を否定した場合であっても、失
火罪（116条）ないし重失火罪（117条の 2）の成否を改めて検討することも重要である。 

 
【民法】 
第 1問 
本問は、不動産の売買契約で数量に関する契約不適合があった場合における契約当事者間の

法律関係について検討させる問題である。 
まず、本問において数量に関する不適合があるかどうかが問題となる。これについては、改

正前民法下の判例（最判昭和４３年８月２０日民集２２巻８号１６９２頁）の位置付けも踏ま
えつつ、ＡＢ間においてどのような内容の契約が締結されたのかを、具体的事情を摘示しつつ
説明する必要がある。 
その上で、ＢからＡに対してどのような請求が可能かであるが。これについては、追完請求

が不可能であることを前提として、代金減額請求及び損害賠償請求の可否が問題となる。いず
れについても、根拠規定のほか、その要件・効果について具体的事実を考慮しつつ検討するこ
とが要求される。とりわけ損害賠償請求については、改正前民法下の判例（最判昭和５７年１
月２１日民集３６巻１号７１頁）が改正民法下でどのような意義を有するかを踏まえつつ、そ
の内容を検討することが望ましい。また、請求相互の関係については、本問における代金減額
請求と損害賠償請求が、後者の内容によっては救済の方向性を異にするのではないかという観
点から、その両立可能性について検討する必要がある。 
 
第 2問 
本問は、交通事故と医療過誤が順次競合した場合の、各行為者の不法行為責任の根拠と内容

について、２つの場合の差異を踏まえて検討させる問題である。（１）はＢＣ双方の行為と損害
との間に相当因果関係（学説によっては、危険性関連）が認められる事案であるのに対し、（２）
はＢの行為と損害との間に相当因果関係（危険性関連）を認めがたい事案であることに留意し
て、７０９条又は７１９条１項前段による責任の成否を検討すべきである。また、特に後者の
規定については、判例（最判平成１３年３月１３日民集５５巻２号３２８頁）の意義と射程を
踏まえ、その適用範囲に関する解釈を提示することが要求される。 



【商法】 
第 1問 
譲渡制限株式の譲渡につき取締役会の承認がない場合の当事者間での効力をどう考えるかを
問うものである。譲渡制限の趣旨を踏まえて、譲渡の効力を論じることが求められる。 

 
第 2問 
取締役の対第三者責任の性質、趣旨を問うものである。たとえば、不法行為責任と比べた場合
に責任の範囲を広げるものかどうか、広いとすればどこが広いのかなどの点につき、重い責任
（あるいは軽い責任）を認めるべき趣旨と合わせて説明することが求められる。 
 
【民事訴訟法】 
第 1問 
 争点整理手続の 1 種である弁論準備手続の意義・機能について理解しているかを問うもので
ある。弁論準備手続が当事者の主張を突き合わせて争いのある（証明が必要な）事実と争いの
ない（証明が不要な）事実とを振り分ける場であること、主要事実の認定のために重要な間接
事実や補助事実に争いがある場合には、そうした事実も「その後の証拠調べにより証明すべき
事実」に含まれること、を意識した論述が求められる。 
 
第 2問 
いわゆる不動産の二重譲渡事例における独立当事者参加（権利主張参加）の許否を論じさせ

るものである。権利主張参加の要件として原告の請求と参加人の請求の非両立性が必要である
ことに言及したうえで、X の請求と Z の請求は訴訟物のレベルでは両立するが判決の実現可能
性のレベルでは両立しないと解されることを指摘しつつ、自己の採る結論を説得力に論証する
ことが期待される。 
 
【刑事訴訟法】 
無令状捜索差押（刑訴法２２０条１項）についての解釈論と事実に対する法的分析・評価

の能力を問うため、簡単な事例を設定し、問１と問２の２題を出題した。 

 問１では、まず、捜索差押の原則である令状主義の内容、趣旨を踏まえた上で、その例外
が許される根拠（見解）を示し、自説を提示することが求められる。逮捕に着手する前に捜
索差押を実施した場合につき、自説に従って一定の解釈を示しつつ、事例に顕われた具体的
事実を挙げて法的な評価を加え、矛盾のない結論を導く必要がある。 

 問２では、問１の事例とは異なり、逮捕状を呈示し逮捕したが、バッグ内を捜索したとこ
ろ、逮捕の原由である被疑事実とは異なる物件が発見された場合の差押の可否について論じ



させるものである。逮捕被疑事実とは異なる物件であるものの、所持自体が違法な物に対し、
捜査官として如何なる対応を採ることが可能か、論理的に筋道を立てて論じる能力が求めら
れる。 

 

【行政法】 

 


